
【大府商工会議所 風車共済・福祉制度】 

新型コロナウイルス感染症における対応変更のご案内 

 

 

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、また感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を余

儀なくされていらっしゃる皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。 

さて、このたび日本国政府が新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、全国一律に重症化リス

クの高い方々に限定するとした発表を受け、当所におきましても新型コロナウイルス感染症における宿

泊療養・自宅療養による入院（いわゆる「みなし入院」）について、入院給付金・入院見舞金の支払対象

を、2022 年 9 月 26 日(月)より以下の通り変更いたします。 

 

〈入院給付金・入院見舞金の支払い対象の変更について〉 

政府の方針変更に伴い、2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、

重症化リスクの高い方々を除き、入院給付金・入院見舞金の支払い対象外とさせていただきます。 

 

重症化リスクの高い方々 

 ◆65 歳以上の方 

 ◆入院を要する方 

 ◆重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方 

 ◆妊婦の方 

 

〈今般の見直しの背景〉 

 これまでは入院が必要であるものの、病床のひっ迫などによる医療機関の受け入れ態勢等の観点から

入院できない状況が発生したため、宿泊療養・自宅療養の場合においても「みなし入院」として、入院

給付金・入院見舞金をお支払いしておりました。しかしながら 2022 年 9 月 26 日以降、重症化リス

クの高い方々以外は感染症法上の届出対象ではなくなり、健康観察も行われなくなるため、入院が必要

な状態とはいえず、また常に医師の管理下にあるともいえないことから、共済制度引受会社であるアク

サ生命保険㈱の定める約款上の入院の定義とは合致しなくなり、入院給付金・入院見舞金の支払い対象

外とさせていただくことになりました。 

 

 ※なお、2022年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方に対してのお支払いは、

重症化リスクの高い方に限らず、これまで通りの対応を継続いたします。 

  

 

【問合せ先】       〒474-8503 大府市中央町五丁目 70 番地  

            大府商工会議所   TEL (0562)47-5000  

【共済制度引受会社】〒475-0874 半田市銀座本町 1-1-1 半田商工会議所４Ｆ 

          アクサ生命保険株式会社 知多営業所  TEL (0569)23-1021       


